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気象警報発令時の対応について 
 

立夏の候 ますますご健勝にてお過ごしのことと存じます。  

平素は、本校教育の進展にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、本日より新しい防災気象情報の運用が始まり、警報や注意報が新しくなります。それに伴 

い、本校では、気象警報発令時の児童の登校・下校について、下記のように対応しますので、再度ご

確認ください。  

つきましては、気象警報発令時に、児童の安全確保と緊急時の対応がスムーズに行えますように 

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。  

 

記 

 

１  午前７時現在、木津川市に『警報』が出ているとき  
 

＊ 児童のみなさんは、自宅で待機します（学校へは来ません）。  

＊ 気象庁は、警報・注意報の対象区域について、細分化を行っていますのでご注意ください。  

＊  学校からは連絡しません。  

＊  外へ遊びに行かないで、家の中で待っています。  

＊  すべての「気象警報」が、対象となります。（大雨・土砂災害等） 

＊  特別警報・危険警報・警報のいずれか一つでも発表されている場合は、自宅待機となります。 

 

２ 午前７時現在、木津川下流に、『氾濫特別警報・ 
氾濫危険警報・氾濫警報」が発表されているとき 

 

＊ 児童のみなさんは、自宅待機となります。 

＊  学校からは連絡しません。  

＊  外へ遊びに行かないで、家の中で待っています。  

 

３  午前９時までに木津川市、木津川下流に発表されている『警
報』がすべて解除になったとき 

 

＊ 学校から『さくら連絡網』によって『登校時刻』についての連絡を行います。 集団登校で登校

します。また、登録されていない方には学校から電話連絡をします。 

＊  学校から連絡があるまで、児童のみなさんは自宅で待っています。  

 

４ 午前９時以降において、木津川市に発表されている『特別警
報・危険警報・警報』、木津川下流に発表されている、『氾濫特
別警報・氾濫危険警報・氾濫警報』が解除されていないとき 

 

 ＊ 上記の警報のいずれか１つでも解除されていない場合は、臨時休校となります。 

＊  外へ遊びに行かないで、家の中で過ごしましょう。 

 

５  在校中に、木津川市、木津川下流に『警報』が発表されたとき 
   
 ＊ ４月８日付け「在校中の気象警報が発令された場合の児童の緊急下校について」で提出いただ

いた紙にもとづき、「通学班での集団下校」または、「学校での待機」の対応をさせていただきま

す。 

 ＊ 特定地域学校選択により城山台地域から本校に通われているお子様は、「学校での待機」となり 

  ますので、保護者迎えとなります。 


